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１ はじめに

近年、我が国はもとより、世界中でデジタル技術や情報通信技術（以下「Ｉ

ＣＴ」という。）が目覚ましい発展を遂げるとともに、社会経済活動のあら

ゆる場面に浸透し、その利便性を大きく向上させている。

また、昨今の新型コロナウイルス感染症のまん延とその感染拡大防止措置

の影響により、新しい生活様式への対応が求められる中、リモートワークな

ど、場所を問わない、多様な働き方を推進する手段として、ＩＣＴを活用す

るメリットが注目されている。

国においては、デジタル化の推進を重要な政策と位置付け、押印の廃止や

電子申請など、官公庁等への事務手続の効率化・簡素化を図り、国民の利便

性の向上やデジタル化の推進を通じた地方創生を図るべく様々な施策が展開

されている。

府議会は、二元代表制の一翼を担う京都府の意思決定機関として重要な役

割を担うとともに、府議会議員は、各地域に寄り添いながら、府民の多様な

思いを府政に反映させるべく、日々精力的に活動しているが、ＩＣＴ・デジ

タル技術を取り巻くこれらの諸情勢を踏まえ、ＩＣＴのメリットを府議会の

運営や議員活動に活かすことが、「議員力」「議会力」の向上や審議の充実等

につながり、ひいては府議会の権能・機能を更に発展・強化させていくため

の有効な手段となり得るとの認識の下、ここに、「京都府議会ＩＣＴ利活用

推進・実施計画」（以下｢実施計画｣という。）を策定し、府議会のＩＣＴ化を

着実に進めるよう提言するものである。

２ 計画の目的

○ 府議会において、ＩＣＴのメリットを「議員力」「議会力」の向上や審

議の充実等に活かすために必要な施策を総合的かつ計画的に実施すること

とし、その際の指針となる実施計画を策定する。この実施計画は、主に以

下の｢３つ｣のＩＣＴ化の取組を推進することとする。

（府議会が取り組む「３つ」のＩＣＴ化）

① 広報・広聴のＩＣＴ化

ＩＣＴの利活用がもたらす、更なる開かれた府議会

② 議員活動のＩＣＴ化

ＩＣＴを使いこなす、高い「議員力」が発揮される府議会

③ 議会運営のＩＣＴ化

いっそうの審議の充実等が図られる、「議員力」「議会力」を高める

議会運営のＩＣＴ化
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３ 計画の期間及び実施体制

(1) 計画の期間

府議会における次期改選期の初年度（令和５年度）を、ＩＣＴ化の最初

の到達点（目標年次）とし、この実施計画の位置付けは、令和３年度から

５年度までの３箇年を見通した計画とする。

(2) 実施体制

議会運営委員会を、この実施計画の責任実施機関とする。なお、計画を

実施するための技術的事項について、引き続き議会運営委員会内に議会改

革検討小委員会作業部会を設置し、必要な検討を行うことができるように

するなど、機動的な実施体制とすることが望ましい。

４ ＩＣＴの導入・利活用に係る基本的な考え方 ―「５つの基本方針」―

府議会のＩＣＴの導入・利活用に当たっては、以下に掲げる「５つの基本

方針」を踏まえながら、必要性を検討し、取組を推進し、及び実施する。

＜５つの基本方針＞

① ＩＣＴの利活用がもたらす様々なメリットで府議会の機能を高め

るＩＣＴ化に取り組む。（※）

② それぞれの議員の状況に応じ、ＩＣＴのメリットを生かすことが

でき、導入によるデメリットが生じないよう配慮・工夫する。

③ ＩＣＴ化を更なる開かれた府議会につなげるなど、府民視点を重

視する。

④ 執行部のＩＣＴ化の進展状況に応じた取組とするなど、ＩＣＴ化

が、かえって職員の事務負担を増加させることのないよう、十分留

意する。

⑤ 汎用的なクラウドサービスの活用など、ＩＣＴのメリットと費用

とのバランスを図る。

※ なお、上記＜５つの基本方針＞のうち、｢① ＩＣＴの利活用がもた

らす様々なメリットで府議会の機能を高めるＩＣＴ化に取り組む｣内容

及び上述の府議会が取り組む「３つ」のＩＣＴ化との関連性について、

その具体的なイメージを示せば、次のとおりである。
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＜基本方針（①）による｢府議会ＩＣＴ化｣のイメージ＞

ＩＣＴの利活用

【注１】「クラウドサービス」従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェア

を、ネットワーク経由で、利用者に提供するサービスをいう。

【注２】「オンラインストレージ」インターネット上にデータを格納するサービスをいう。

５ 具体的施策の展開

＜５つの基本方針①＞に掲げた取組を推進する施策をまとめると次のとお

りである。なお、以下の括弧内に示した「○○年度」等の記載は、本実施計

画の策定時点での導入・検討等を行う目途を示すものである。

(1) ＩＣＴを活用した開かれた府議会の更なる進展〔広報・広聴のＩＣＴ化〕

（広報・広聴会議提言事項）※詳細は別紙３「ＩＣＴを活用した広報・広

聴について検討結果報告書」（同会議）を参照

≪実 施 内 容≫

【｢リアルタイム字幕配信システム｣の導入】

○ 聴覚障害者の方の「聞こえ」の状況は「ひとそれぞれ」であるの

で、「手話」のほか、「字幕」などの意思疎通手法の「組合せ」で、

健常者と同様に情報を得られることが重要。

「３つ」の
府議会ＩＣＴ化

①広報・広聴
のＩＣＴ化

②議員活動
のＩＣＴ化

③議会運営
のＩＣＴ化

ＩＣＴの利活用

・場所や時間の制約を受けな
いモバイルデバイスの活用

・ネットワーク化やデジタル
化がもたらす、検索その他の
情報処理の効率化・省力化

・多様で汎用性のあるクラウ
ドサービス【注１】の活用

・オンラインストレージ【注
２】の活用による情報共有

など

○ 府政や議会活動に関し、議会や各

議員が府民に積極的に情報提供しや
すくなることで、より府民に開かれ
た議会を実現するとともに、府政の
課題解決の実効性を高めることがで
きる。

○ ペーパーレス会議システムの活用

等により議会の運営が効率化し、検
索等による情報の活用がしやすくな
る（調べ物に要する時間の短縮等）
ことで、各議員は審議の内容に労力
を集中できるようになり、充実した
審議の実現に資することができる。

○ 議会と執行部の間、また、議員相

互間で情報の伝達・共有を緊密に図
ることができるようになることで、
二元代表制の機能強化に資すること
ができる。

○ 各議員が府民の多様な意思や府政

の抱える問題をより迅速・的確に把
握しやすくなることで、調査研究を
深め、政策提案・提言に資すること
ができる。
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○ そのため、現在、本会議の代表質問並びに予算特別委員会及び決

算特別委員会の各総括質疑の中継において、｢手話｣を導入している

ところであるが、これに加え、｢手話｣に不慣れな方など、「聞こえ」

に困難がある方それぞれの実情に応えるため、「字幕」を画面表示さ

せる「字幕配信システム」を導入するなど、聴覚バリアフリーの取

組を進める。

○ 「字幕配信システム」は、インターネット中継を想定し、オペレ

ーターによる「リアルタイム」での字幕配信を利用する。そのこと

を前提に、システムの詳細設計（現行中継システムの改修設計を含

む。）の検討を進め、まずは「手話」を導入済みの上記会議から配信

を開始するなど、なるべく早い運用開始を目指す。なお、将来の更

なるＩＣＴ化を見据え、ＡＩの動向についても注視する。

（令和３～４年度のなるべく早い時期に「字幕配信システム」の導

入を目指す。）

【字幕データの利活用】

○ 「字幕配信システム」の導入に併せ、聴覚障害者をはじめ、傍聴

者の利便性向上の観点から、議場の傍聴席等にモニターを設置し、

文字配信の映像を同時視聴できるようにするほか、字幕データの利

活用の方策について検討する。

（「字幕配信システム」の導入に併せて検討）

【議会の広報・広聴でのＩＣＴの利活用】

○ 現在、議会図書館のみで公開している委員会資料等について、執

行部からデジタル媒体で提出されることとなった場合は、議会の発

信機能の強化の観点から、議会ホームページへの掲載やＳＮＳを通

じた情報発信を行う。

（(2)のペーパーレス化の状況に応じ、令和４～５年度）

【議会図書館におけるＩＣＴの利活用】

○ 議員の政策課題の解決に向けた議会活動に資するため、有料デー

タベースの活用や、図書・資料のシステム管理による検索機能の強

化などを検討する。

（令和３年度～）
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(2) ＩＣＴの利活用による審議の充実等〔議員活動・議会運営のＩＣＴ化〕

≪実 施 内 容≫

【「ペーパーレス会議システム」の導入】

※詳細は【別紙２ ２（１）】参照

○ 令和２年度に総務・警察及び文化・教育の２つの常任委員会にお

いて試行実施したペーパーレス常任委員会の検証結果を踏まえ（参

加議員によるアンケート結果は、資料３のとおり）、デジタル媒体に

よる委員会資料等のオンラインストレージによる共有、情報処理の

効率化・高度化等による審議の充実等を図る観点から、必要なＩＣ

Ｔ環境を整備するため、クラウドサービスを活用した「ペーパーレ

ス会議システム」を導入する。

（令和３年９月定例会までの導入を目途）

【「ペーパーレス会議システム」を活用した柔軟な委員会運営の試行】（継続）

※詳細は【別紙２ ２（２）】参照

○ 令和５年度（改選後）からの上記システムの｢本格運用｣を見据え、

常任委員会又は特別委員会において、それぞれの議員や執行部の状

況に応じ、委員会の判断で、現行の｢紙｣による運営のほか、デジタ

ル媒体による委員会資料等の共有、さらには「ペーパーレス会議シ

ステム」による運営も可能とする柔軟な委員会運営を試行する。

（令和３年度（システム導入後）～）

○ とりわけ、常任委員会については、特定の議員（６０人中２４人）

による限定的な試行となった令和２年度のペーパーレス常任委員会

の取組の第二次試行として、これら２年間の取組を通じて、全ての

議員が少なくとも１回は、タブレット端末を用いてペーパーレス委

員会を体験できるようにすることで、ＩＣＴのメリットの更なる浸

透を図ることができるようにするため、令和３年９月定例会での試

行実施を目途に、全ての常任委員会で「ペーパーレス会議システム」

による委員会運営を試行できるよう努める。

（令和３年９月定例会）

○ これらの試行結果を令和５年度（改選後）からを目途とする｢本格

運用｣ のあり方（本会議での活用を含む。）に生かすための検討を

行う。

（令和３年度の作業部会等で具体的に検討）
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(3) 議員のＩＣＴ活用基盤の整備・強化〔議員活動のＩＣＴ化〕

≪実 施 内 容≫

【「ペーパーレス会議システム」の導入】

【「ペーパーレス会議システム」を活用した柔軟な委員会運営の試行】（継続）

〔前掲（省略）〕

【議員活動全般を見据えたＩＣＴ利活用（総論）】

○ 多様な議員活動の全般についてＩＣＴの利活用を上手く図ること

ができれば、議員の使命である府民の多様な意見の把握と府政への

反映、府民説明等をいっそう効果的に行うことができると考えられ

るが、そうしたＩＣＴの利活用のためには、議会運営のＩＣＴ化の

みならず、議員自身にとってのＩＣＴ利活用の基盤となるＩＣＴ環

境の整備と議員活動に必要な調査情報（執行部情報等）の充実がと

もに必要と考えられるので、委員会での試行の検証結果も踏まえ、

議員活動全般を見据えたＩＣＴ利活用のあり方を検討する。

（情報端末機器の整備のあり方（各論１））

○ 平成30年度以降、委員会の申合せにより取り組んでいる「情報端

末機器の活用試行」により、各議員が所有する情報端末機器の委員

会での使用は可能となっているが、｢ペーパーレス会議システム｣の

導入や｢ペーパーレス会議システム｣を活用した委員会での更なる試

行の検証結果を踏まえつつ、様々な議員活動全般（公務のほか、政

務等を含む。）を見据えた情報端末機器の整備のあり方の検討を行う。

（令和３年度の作業部会等で具体的に検討）

（調査情報の充実（各論２））

○ 府議会での審議の充実に資するため、「ペーパーレス会議システム」

その他のオンラインストレージ上に掲載・共有する委員会資料や調

査情報など各種情報を充実させていくための検討（現行の「調査情

報検索システム」のあり方の検討を含む。）を行う。

（令和３年度～）

【その他のＩＣＴツール導入の検討】

○ 「ペーパーレス会議システム」等と連携し効果を発揮する、又は

情報端末機器のＩＣＴ機能を高める各種アプリケーションの調査や、

その導入について検討する。

（令和３年度の作業部会等で具体的に検討）
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(4) 議員サポート・セキュリティ研修・運用要領等

≪実 施 内 容≫

【ＩＣＴ導入に伴う研修体制の整備】

○ 議員がその活動にＩＣＴを活用していくに当たり、それぞれの議

員の状況に応じた機器やシステム操作等の研修を実施するとともに、

サポート等の体制を整備する。

○ ＩＣＴ機器等を適正に運用するための要領を策定するとともに、

併せてセキュリティ研修を実施する。

（令和３年度～）

６ 執行部との連携・調整

府議会がＩＣＴの利活用を有効に図り、その権能・機能を更に発展・強化

させていくためには、ＩＣＴ環境のシステム面の整備はもちろん必要である

が、そこで取り扱う情報自体がより重要であり、議員活動・議会活動に有効

な情報を用いて運用する必要がある。

この点、委員会での説明資料をはじめ、府政に関する情報の多くは執行部

が保有していることから、府議会のＩＣＴ化は、ペーパーレス会議システム

を活用した情報共有をはじめ、執行部との一層の情報連携に資するように進

めていく必要があることを十分に留意して、本計画を推進することが重要で

ある。

なお、執行部との連携に当たっては、執行部のＩＣＴ化の進展状況に応じ

た取組とするなど、ＩＣＴ化が、かえって職員の事務負担を増加させること

のないよう十分留意し（「５つの基本方針」の④及び以下の留意例を参照）、

丁寧に調整を進めていく必要がある。

＜ペーパーレスで委員会を運営する場合（５の(2)を参照）の留意例＞

① 執行部のＩＣＴ化の進展状況や職員の対応状況に応じて、デジタル

化された資料の納品を求めること。（執行部が「紙」資料しか有しな

い場合には、ＩＣＴの進展状況に応じ、柔軟に対応すること。）

② デジタル化された資料での納品を求めた場合においては、併せて、

同一資料の「紙」での納品を求めないこと。（試行のため、やむを得

ず限定的に求める場合も、職員の事務負担に十分留意すること。）
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７ 今後のスケジュール等

(1) 令和３・４年度の課題

○ ５に定める具体的施策については、別紙１「府議会のＩＣＴ化の実施

スケジュール（イメージ）」をそれぞれの検討又は実施の目安・目途と

して、段階的かつ着実に推進・実施する。

○ 各施策の実施に当たって各種例規の整備が必要になるときは、併せて

検討・対応するものとする。

(2) 中長期課題

○ (1）のほか、社会情勢の変化に対応した更なるＩＣＴの利活用につい

ても、基本方針に沿って、課題を抽出し、丁寧かつ確実に検討を進める

ものとする。

＜参考：今後のＩＣＴ化の検討を希望する事項＞

(「ペーパーレス常任委員会」参加議員振り返りアンケート（資料３）より）

回 答 数

（参加議員２４名中）

チャット（会話） ８名（33.3％）

ビデオ通話 １０名（41.7％）

会議の開催通知等 １４名 (58.3％)

出欠・災害時の安否確認 １３名（54.2％）

スケジュールの共有 １４名（58.3％）

議会棟内の会議室等の予約 １１名（45.8％）

８ 計画施策の着実な推進

この実施計画に定める施策を実施するために必要な予算措置等について

は、住民自治を体現する府議会として真に必要な内容となるように詳細な設

計を施し、財政当局と協議・調整の上、適切に講じられるよう努めることで、

実施計画に定める施策を着実に進めるものとする。



令和５年度

システム供用開始

機器・システム操作等の
研修、サポート体制

セキュリティ研修の実施、
要領の策定

　　　　　 全委員会のペーパーレス
　　　　　 運営開始（開始時期は試行
　　　　　 検証を踏まえて検討）

　　【９定】ペーパーレス常任委員会試行

府議会のＩＣＴ化の実施スケジュール（イメージ）

令和３年度 令和４年度

(1) 

ＩＣＴを活用した
開かれた府議会の
更なる進展
〔広報・広聴のＩ
ＣＴ化〕

リアルタイム字幕配信シス
テムの導入及び字幕データ
の利活用

議会図書館におけるＩＣＴ
の利活用

議会の広報・広聴でのＩＣ
Ｔの利活用（委員会資料等
の議会ＨＰ・ＳＮＳ掲載）

(3)

議員のＩＣＴ活用
基盤の整備・強化
〔議員活動のＩＣ
Ｔ化〕

情報端末機器の整備

ＩＣＴツール導入

(2)

ＩＣＴの利活用に
よる審議の充実等
〔議員活動・議会
運営のＩＣＴ化〕

委員会におけるペーパーレ
ス会議システムの利活用

本会議におけるペーパーレ
ス会議システムの利活用

（本格運用）

(4)
議員サポート・セ
キュリティ研修・
運用要領等

（　随　時　）

（　随　時　）

実施・運用（段階的実施を含む）を目指す期間準備期間（予算協議、機器・システムの選定調達、申合せ等）

別
紙
１

本表は「京都府議会ＩＣＴ利活用推進・実施計画」で定められた具体的施策について、それぞれの検討又は実施の目安・目途を示したものである。

-
9 -

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ会議ｼｽﾃﾑ その他

※ 今後の検討状況に応じ、スケジュールに弾力性をもたせている期間を破線で示している。
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令和３年度のＩＣＴ化の取組実施案（提言）
【ペーパーレス会議システム関係】

議会運営委員会
１ 基本的な考え方

○ 府議会のＩＣＴ化を推進していく中で、ペーパーレス委員会の「本格運用」につい
ては、令和５年度（改選後）を目途とすることとしている。（「ＩＣＴ利活用推進・実
施計画」）

○ そのためには、令和２年９月に試行したペーパーレス委員会（総警、文教）のアン
ケート結果等で把握したそれぞれの議員の状況を踏まえつつ、早期に活用したいとと
いう声にも応える「発展的試行」を行い、「本格運用」につなげていく必要がある。

◎ 令和３年度においては、上記の位置付け・スケジュール（目安）の下、次の基本的
考え方に従い、試行を進めることとし、そのための具体的方策として、２のとおり提
言する。

＜基本的考え方（令和３年度）＞

① 現時点では、自身が「使いやすい方」を「使う」のが「審議の充実につなが
る」とみられる中で、まずは紙を使ってもよいし、使わなくてもよい（ペーパ
ーレスで対応）という形で取り組めるようにする。

② その上で、議員それぞれがＩＣＴのメリットを生かすことができ、また、導
入によるデメリットが生じないような配慮・工夫した試行実施に努める。

③ 執行部のＩＣＴ化の進展状況に応じた取組となっているかどうか、ＩＣＴ化
がかえって職員の事務負担を増加させないかどうか等を踏まえる。

＜具 体 的 方 策＞

◎ 「紙」も「ペーパーレス」も対応できるＩＣＴ環境の整備（上記①、②）

→ 令和３年度から、ペーパーレス会議システムを導入する。

◎ 委員会の審議充実のためのペーパーレス会議システムの試行運用（〃①～③）

→ Ａ 「紙」でも「ペーパーレス」でもよいとする委員会（常任・特別）
の運営を、それぞれの所属委員の状況や執行部の状況等を踏まえ、
柔軟に工夫・試行。

Ｂ ９月定例会での実施を目途に、全ての常任委員会においてペーパ
ーレス会議システムによる運営を試行。

別紙２
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２ 提 言

(1) 全ての議員に向けた「ペーパーレス会議システム」の導入・活用

○ 「ペーパーレス」を希望する議員の声に応え、必要なＩＣＴ環境を整備するため、
令和３年度からシステムを導入する。

○ もちろん、システムの導入により、現時点では、委員会では「紙」を希望する議
員も含めて、事務所や御自宅のパソコンから、また、移動先からでも、委員会資料
等にアクセスできるようになる（ただし、実際に資料にアクセスできるようになる
は、(2)の試行に掲げる委員会の運営事項）ので、それぞれの議員の状況に応じて、
どの議員もＩＣＴのメリットを実感いただけるよう、システムを活用する。

① 導入の時期

・ ９月定例会でのペーパーレス委員会の第二次試行（(2)参照）の実施タイミ
ングを導入の目途とし、準備・調達する。

② ペーパーレス会議システムの仕様

・ 導入するペーパーレス会議システムは、次の条件を満たすものから選定。

・ 文書の通知機能を備えており、説明しながら該当ページがスムーズに表示できる

こと。

・ 文書へのメモ機能、文字検索機能、しおり機能を備えていること。

・ 複数ファイルに対する横断検索機能を備えていること。

・ 使用できる端末の種類、ＯＳに汎用性があること。

・ フォルダ容量、ライセンス数について拡張性があること。

・ セキュリティについて必要な対策がとられていること。 等

③ 各議員が使用する情報端末機器

・ 令和３年度は、現行申合せのとおり、各議員が保有する情報端末機器（タブ
レット端末、ノートパソコン等）を使用する。

・ 令和５年度（改選後）以降の「本格運用」時における情報端末機器のあり方
については、(2)の試行・検証を踏まえ、更に検討する。
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(2) 「ペーパーレス会議システム」を活用した委員会運営の試行・充実

○ 委員会の運営に属する事項については、委員会として判断される性質のもので
あるがより実効的にＩＣＴのメリットを審議の充実等に生かすという目的を達成
するために以下のような試行を実施してはどうか。
試行の位置づけは令和２年度と同様に、平成30年度以降、委員会の申合せ

により取り組んでいる「情報端末機器の活用試行」の一環として実施する。

Ａ 委員会における柔軟な試行 （常任委員会・特別委員会）

○ 「紙」でも「ペーパーレス」でもよいとする委員会（常任・特別）の運営を、
それぞれの所属委員の状況や執行部の状況等を踏まえ、柔軟に工夫・試行して
はどうか。
（【例】全ての委員が「ペーパーレス」の場合に「ペーパーレス」で進行、参
考人説明聴取については説明資料を「ペーパーレス」とする 等）

Ｂ ペーパーレス委員会の第二次試行 （全ての常任委員会）

○ 令和２年度に、２つの常任委員会（文教、総警）に限定して「ペーパーレス委
員会」を試行したが、(1)のシステムの導入を受け、令和５年度（改選後）以降の
「本格運用」につなげる「ペーパーレス委員会」（第二次試行）を試行してはどう
か。

○ 第二次試行では、昨年度の試行の取組も含めて、全ての議員が少なくとも１回
はペーパーレス委員会を体験できるようにすることで、ＩＣＴのメリットの更な
る浸透を図るとともに、その結果を「本格運用」に反映してはどうか。

① 実施する常任委員会

・ 全ての常任委員会で試行する。

② 実施の時期

・ ９月定例会での試行を目途とする。

③ 各議員が使用する情報端末機器

・ 原則、各議員が保有する情報端末機器（タブレット端末、ノートパソコン等）
を使用する。

・ 令和２年度の試行の対象者でなく、かつ、情報端末機器を保有していない議
員については、府がタブレット端末をレンタルするなどの対応を行う。

④ その他

・ 実施にあたっては、議員それぞれの状況に応じて、操作研修の実施、相談
体制の整備等、適切なサポートを行う。

・ 執行部のＩＣＴ化の進展状況に応じた取組となっているかどうか、ＩＣＴ
化がかえって職員の事務負担を増加させないかどうか等を踏まえ、十分に調
整を行う。
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資料１ 

 

ＩＣＴ利活用促進・実施計画の検討経過 

 

 

１ 令和元年度の検討 

○ 令和元年７月 田中議長から議会運営委員会に対し議会改革に関する諮問 

○ 令和２年３月 議会運営委員会答申 

「議員力・議会力を高める府議会のＩＣＴ化に関する調査研究結果」（抜粋） 

府議会としては、クラウド活用型のペーパーレス会議システムの導入その他のＩＣＴ

環境の整備などにより、ＩＣＴのメリットを「議員力」や「議会力」の発揮に生かす

府議会づくりを進めていくことを「基本的方向性」とし、来年度からは（中略）導入

に関する具体的検討に着手して、（中略）その検討結果を府議会のＩＣＴ化実施計画

（仮称）として取りまとめることとしてはどうか。 

 

 

２ 令和２年度の検討 

上記答申を踏まえ、議会運営委員会に議会改革検討小委員会（委員長：荒巻隆

三（自民））を設置し、同作業部会において府議会のＩＣＴ化に関する実施計画

（本計画）について検討を行った。また同計画のうちＩＣＴを活用した広報又は

広聴に関する事項については、議会改革検討小委員会から広報広聴会議（座長：

中村正孝（自民））に対し検討を要請した。 
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議会改革検討小委員作業部会 

（１）設  置 令和２年５月２７日 

（２）委  員 ５名（議会改革検討小委員会委員長が指名） 

部会長 藤 山 裕紀子（自民）（互選により選出） 

委 員 自民）園 崎 弘 道 

共産）西 脇 郁 子 

府民）堤   淳 太 

公明）村 井    弘 

（３）開催状況      

第１回  ５月２７日（水）   

第２回  ６月１１日（木）   

第３回  ６月１９日（金） 

第４回  ８月１９日（水）   

第５回  ９月 ７日（月）   

第６回 １０月 ２日（金）   

第７回 １０月１９日（月）   

第８回 １２月１１日（金）   

第９回 １２月２１日（月） 

第10回  ２月 ５日（金） 

第11回  ２月２４日（水）   

 

広報広聴会議 

別紙３「ＩＣＴを活用した広報・広聴について検討結果報告書（広報広聴会

議報告）」１ のとおり 
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資料２ 

ペーパーレス常任委員会の試行結果について 

 

試行の概要 

 

○ 実施委員 会 総務・警察常任委員会（12 名）、文化・教育常任委員会（12名） 

○ 実 施 期 間 ９月２８日（月）～３０日（水） 

○ 使用システム ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（昨年度のタブレット操作体験でも使用） 

○ 使 用 端 末 議員保有端末を使用（任意のタブレット端末） 

         希望する議員についてはレンタル端末を使用（iPad 10.2 インチ） 

         ※ 議長、副議長は公用端末を使用 

○ 運 営 方 法 

・ ９月 25日（金）に全ての委員会資料について、執行部から電子データで納品、 

議員がインターネットを介して閲覧等ができるようにした。 

・ 当日は理事者が各議員の端末に資料を表示させながら説明を行った。 

 

 

ま と め 

 

参加議員にアンケート（資料３）を実施した結果、府議会のＩＣＴ化（特にペーパ

ーレス会議システムの導入）について、「早急に進めるべき」という意見と「慎重に検

討すべき」という意見がある。 

 

アンケート結果概要 

○ 委員会資料等の事前配布 

・ ほとんどの議員が委員会前にネットを使い、委員会資料を閲覧。   

○ 委員会当日の端末の操作、会議の運営 

・ 「問題なし」が多数。 

・ 「タブレットの操作に集中するあまり、報告の内容に集中できない」等の意見

もあり。 

○  今後のＩＣＴ化の進め方 

・ 「ペーパーレス会議システムを導入する」、「紙資料は基本的に廃止するが、各

議員で印刷したものをもちこむことは認める」とする意見が多数。 

・ 「拙速に進めるべきではない」、「当面、現状のやり方を続けるべき」とする意

見もあり。 

〇 端末の調達について 

・ 「公務に用途が限定されたとしても、府が物品管理するレンタル端末を使用」

「用途を限定せず使用できるよう、議員が政務活動費等で調達した端末を使用」

の両方の意見あり。 

 



- 16 -



- 17 -

資料３

「ペーパーレス常任委員会」

参加議員振り返りアンケート

集 計 結 果
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１ 試行の振り返りについて

(1) タブレット端末についての振り返り

Ｑ１ 使用端末について

【回答者 24名】

Ｑ２ タブレットのサイズ感について（貸与端末使用者のみ回答）

【回答者 19名】
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Ｑ３ 委員会開催前の資料閲覧について① 【本棚にアクセスした場所】

【回答者 24名（複数回答可）】

Ｑ４ 委員会開催前の資料閲覧について② 【閲覧した資料】

【回答者 24名（複数回答可）】
Ｑ５ 委員会開催前の資料閲覧について③ 【使用したｻｲﾄﾞﾌﾞｯｸｽの機能】
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【回答者 24名（複数回答可）】

Ｑ６ クラウド本棚の格納資料の希望について

【回答者 24 名】
＜主な個別意見＞

・ 全委員会の資料を格納してほしい

（※ 試行では所属委員会の資料のみ閲覧できる運用）
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(2) ペーパーレス常任委員会（9/28～30）の運用当日についての振り返り

Q７ 委員会当日の操作について

【回答者 24 名】

＜主な個別意見＞

・ 早く導入して慣れるしかない。

・ メモがとりづらい。

・ サポート職員は必要だがその負担も大変ではないか。

・ 質問については結局、紙資料で準備して行った。

・ 質問時に通知機能を使うのに手間どった。

・ インターネット検索の仕方がわからなかったので、自分のスマホで行った。
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Q８ 当日の運営について

【回答者 24 名】

【回答者 24 名】
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＜主な個別意見＞

○ 「全く問題なし」からの意見

・ 繰り返し操作の確認をしていたが、慣れてきたらその口述は削ってほしい。

・ 今後、資料の量が増えたらどうなるのかはわからない。

・ 充電のための環境を作ることを要望する。

・ 資料の通知機能を使ったやりとりについてルール化が必要。

・ タブレットではなくパソコンで代用できるのではないか。スマートフォンの画面

を拡大するような機器を購入することもできるだろうか。

・ 他の３委員会の委員にも一度体験してもらうのが大切。

○ 「改善点があり、問題がある」からの意見

・ 複数の資料の参照などを含め、ペーパーの方がよいように思う。

・ タブレットの操作に集中せざるを得ず、肝心の報告の内容に集中しにくかった。

・ 府民にとって重要な委員会審議において、お試しという位置づけで行われるのは

拙速であり、充実した審議とは逆行するのではないか。

・ タブレットに慣れている委員とそうでない委員が一律にペーパーレス化するのは

混乱が予想される。

・ 事前や当日の事務局のサポートがあったから、おおむね問題なく進んだと思うが、

今後保証されない場合もあり得ると思うのでこれまでどおりを望む。

・ 理事者側のところで「ペーパーレス化」が進んでいない下で、議会だけ形だけの

ペーパーレス化を拙速に進めても意味がない。

・ 試行は定例会以外でやるべきではないか。
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２ 試行結果を踏まえた府議会のＩＣＴ化の方向性について

Ｑ９ 今後のタブレットの生かし方について

【回答者 24名（複数回答可）】

＜主な「その他」の意見＞

・ 府の物品管理するレンタル端末か議員が調達する端末か議員で選択できるのがよ

い。

・ 事後の配布を含めて、もう紙は使わないでほしい。

・ 当面、紙での資料配付を望む。遅くとも前日までに。

・ 使いやすさについては、運用を重ねて向上できる。
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Ｑ10 ペーパレス会議システムの導入と紙資料の配布について

【回答者 24名（複数回答可）】
＜主な「その他」の意見＞

・ 紙資料は極力減らしたい。

・ 拙速に進めず、当面はペーパーで続けてほしい。

・ 使いにくかったわけではないが、審議の充実のために資料を早く配布するとか、

府民への情報提供を充実させるとかに力を割いた方がよい。

・ 事前の資料配付は基本と考える。何度も配布しないでよいように考えてもらたい。

・ 基本は紙資料の廃止でよいが、希望すれば紙資料の配付を認めてよい。
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Ｑ11 今後の府議会のＩＣＴ化の検討事項について

【回答者 24名（複数回答可）】

＜主な「その他」の意見＞

・ 将来的にはすべてであるが、まずはペーパーレス会議システムを本格導入するこ

とを基本に、会議の開催通知等から始めていってはどうか。

・ 当面、今のままでよい。

・ 府議会ホームページの録画動画をもっと早くアップして見られるようにしてほし

い。
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Ｑ12 タブレット端末の調達方法について

【回答者 24 名】
＜主な「その他」の意見＞

・ レンタルか政務活動費での調達かどちらか議員で選択できるようにすればよい。

・ タブレットを議員自身で調達するのは必須にしてもよいだろう。政務活動費を充

てるかは各議員の裁量である。

・ 議員の持っているパソコンにサイドブックスを入れるのでもよいのではないかと

思う。

・ まずはすべての議員がシステム・タブレットのメリットをしっかり理解すること

に力を入れるべき、どこから購入予算を出すかはその上で議論すべき。

・ 団会議で使えないというのであれば、紙媒体が必要になる。運用・活用について

議論が必要。

・ 用途も限定せずに府がレンタルする方がよい。
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３ その他

Ｑ13 事務所のＩＣＴ環境

【回

答者 24名（複
数回答可）】
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【ペーパーレス常任委員会検証シート（別冊）】

参加委員 振り返りアンケート

この「振り返りアンケート」は、ペーパーレス常任委員会の成果・課題等を検証

するため、参加委員の皆様に、試行の結果に関する御意見・御所感等について、御

回答をいただきたいと考えるものです。

御回答をいただいた内容は、議会改革検討小委員会・同作業部会において集計・

分析し、その検討結果を府議会の「ＩＣＴ化実施計画（仮称）」として取りまとめ

た上で、議長に答申する予定となっております。

試行に参加いただく際の視点としても参考にしていただけるものですので、検証

シート本体とともに、是非とも、事前に御一読ください。

○ 提出期限 １０月６日（火）

○ 提 出 先 議事課 政策法務係

議員名 所属委員会 総警 ・ 文教
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１ 試行の振り返りについて

(1) タブレット端末についての振り返り

Ｑ１ 御使用になった端末について、該当するものを選択願います。

□ ①府からの貸与端末（iPad） →Ｑ２へ

□ ②自身の保有端末（政務活動費の計上予定：□有 ／□無）

□(1)iPad □(2)Androidﾀﾌﾞﾚｯﾄ □(3)Windowsﾀﾌﾞﾚｯﾄ →Ｑ３へ

Ｑ２ （府からの貸与端末を使用された先生方のみ回答願います。）

御使用いただいたタブレット端末（10.2インチ）のサイズ感について、どち

らか、より御所感に近い方を選択願います。

□ ① 画面の大きさが少し小さく感じるので、少々重くなっても、Ａ４サイズ

の紙を実物大で表示できる大きいサイズのものがよい。

（12.9インチのiPad：広島県、東京都、山梨県など）

□ ② 持ち運びのしやすさも踏まえ、このくらいのサイズがちょうどよい。

（10.5インチのiPad：沖縄県／11インチのiPad：茨城県）

□ ③ どちらでも構わない（又はなんともいえない。）
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Ｑ３ 今回の試行では、ペーパーレス委員会の当日、委員会室で御使用いただくだ

けでなく、ＩＣＴのメリットを審議の充実等に生かせるようにするため、

（Ａ）委員会資料

（Ｂ）審議の充実に資するための資料

を、委員会の開催前に、サイドブックスのインターネット上のクラウド本棚に

格納いたしました。

この本棚へのアクセスについて、該当するもの全てを選択又は記入願います。

□ ①委員会前に、本棚にアクセスした。

□ (1) 自 宅（含：自宅兼事務所）からアクセスした。

□ (2) 事務所（除：自宅兼事務所）からアクセスした。

□ (3) 控室からアクセスした。

□ (4) その他の場所（ ）からアクセスした。

→Ｑ４へ

□ ②委員会前には、本棚にアクセスできなかった。 →Ｑ６へ

Ｑ４ （委員会前に、サイドブックスの本棚にアクセスされた先生方のみ回答願い

ます。）サイドブックスの本棚に格納いたしました次の資料のうち、御覧になら

れた資料があれば、該当するもの全てを選択又は記入願います。

□ ①９月定例会委員会資料

□ (1) 主な報告事項（重要な案件）に関する資料（招集日配付）

□ (2) 当日の資料一式（前日（又は営業日）配付）

□ ②審議の充実に資する資料

□ (1) ９月補正予算案関係資料（概要・主要事項等）

□ (2) 前回（６月定例会）の委員会資料

□ (3) 所管部局の重点目標に関する資料

□ (4) 議決計画（京都府総合計画・個別計画）

□ (5) 政府の白書（一部）

□ (6) その他の資料（ ）

□ ③本棚にはアクセスしたが、特段、特定の資料の内容確認まではしなかった。

（主に操作練習等のために本棚にアクセスされた場合を含む。）
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Ｑ５ （委員会前に、サイドブックスの本棚にアクセスされた先生方のみ回答願い

ます。）本棚へのアクセスの際に、サイドブックスの機能で御使用になられたも

のがあれば、該当するもの全てを選択願います。なお、タブレット端末に限ら

ず、パソコンで操作された場合も含めて、回答願います。

□ ① 「しおり」を付けておくことで、いつでも「しおりセット」から資料中

の特定のページにアクセスできるようにしておいた。

□ ② 資料の内容について、自身の意見を述べたり、質問したりする等のため

のメモ書きや下線、ハイライト（蛍光ペン）等を記入しておいた。

□ ③ 本棚内をキーワードで検索した。（例／「コロナ」「中小企業」で検索等）

□ ④ その他（ ）

Ｑ６ 今回の試行では、Ｑ４のとおり、委員会資料のほか、審議の充実に資する資

料をサイドブックスのクラウド本棚に格納いたしました。

このクラウド本棚に格納する資料について、御意見に近いものを選択又は記

入願います。

□ ① クラウド本棚に格納する資料は、会議資料のみでよい。

□ ② ①のほか、審議の充実に資する資料の格納も希望する。ただし、府のＨ

Ｐなどインターネット上で公開されている情報を、重ねて事務局が格納す

る必要はない。

□ ③ ①のほか、審議の充実に資する資料の格納も希望する。なお、府のＨＰ

などインターネット上で公開されていても、府政の重要情報については、

格納を希望する。

（②又は③を選択の場合、審議の充実に資する資料として、格納を特に

希望する資料があれば、任意に御記入ください。）

□ ④ なんともいえない。
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(2) ペーパーレス常任委員会（9/28～30）の運用当日についての振り返り

Ｑ７ 当日のタブレット端末とサイドブックスに係る「御自身の操作」について、

御所感に近いものを選択願います。

□ ①操作には、全く問題はなかった。

□ ②操作には、おおむね問題はなかった。

□ ③操作に一定の問題はあったが、最後までペーパーレスの操作に取り組めた。

□ ④操作ができず、途中で紙資料に切り替えた。

（操作に関する御意見があれば、任意に御記入ください。）
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Ｑ８ サイドブックスのペーパーレス会議システムを活用した「当日の運営」につ

いて、御所感に近いものを選択・記入願います。

＜委員会運営について（理事者説明を除く。）＞

□ ①ペーパーレス会議システムを用いた委員会運営には、全く問題はなかった。

□ ②改善を要する点はあるが、おおむね問題はなかった。

□ ③改善を要する点があり、課題がある。

＜理事者説明について＞

□ ①ペーパーレス会議システムを用いた理事者説明には、全く問題はなかった。

□ ②改善を要する点はあるが、おおむね問題はなかった。

□ ③改善を要する点があり、課題がある。

（運営上の改善点やその他の御意見について、任意に記入願います。）

※正副委員長におかれては、必ず記入願います。

＜委員会運営について＞

（改善点や課題等）

＜理事者説明について＞

（改善点や課題等）
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２ 試行結果を踏まえた府議会のＩＣＴ化の方向性について（御意見）

Ｑ９ 今回の試行では、先進議会での取組例を踏まえ、タブレット端末をお持ちで

ない先生方には、府がレンタルした端末をお渡しし、視認性（みやすさ）と可

搬性（いつでも、どこでも）を兼ね備えたインターネット端末として御活用い

ただいたところですが、今後のタブレット端末の生かし方について、御所感に

近いものを選択又は記入願います。

□ ① タブレット端末は、使いやすく、運用次第で、議員活動や議会活動に生

かせると思う。

□ ② タブレット端末は、使いやすいが、議員活動や議会活動に生かせるかど

うかはなんともいえない。

□ ③ タブレット端末は、使いにくいので、引き続き、紙を使用した方がよい

（現行のままでよい。）。

□ ④ その他（ ）

□ ⑤ なんともいえない。

Ｑ10 今回の試行は、ペーパーレス会議システムを活用して、審議の充実及び進行

の円滑化を図ることを目的としており、例えば、紙の資料の場合には不可能で

あった「委員会の前日の納品後」の「クラウド本棚へのデータ格納」により、

委員会開催前に、委員会の資料を御覧いただけるようにできたところです。

府議会のＩＣＴ化を図る観点から、ペーパーレス会議システムの導入と紙の

会議資料の取扱いについて、今後、どのような方向性とすることがよいとお考

えか、御所感に近いものを選択又は記入願います。（なお、データと紙の両方の

配付を原則とする運用は、理事者と事務局のいずれも業務の増大となり、先行

議会でも採用されていないため、選択肢に入れておりません。）

□ ① ペーパーレス会議システムは、使いやすいので、いつでも、どこでもア

クセスできるデータの会議資料を基本とし、紙の会議資料は、廃止する。

□ ② 基本は①でよいが、議員がデータを印刷して持ち込むことは認めてよい。

□ ③ ペーパーレス会議システムはは、使いにくいので、引き続き、紙を使用

した方がよい（現行のままでよい。）。

□ ④ その他（ ）

□ ⑤ なんともいえない。
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Ｑ11 今回の試行では、ＩＣＴのメリットを生かしたタブレット端末の活用として、

委員会でのサイドブックスの活用に取り組みましたが、府議会のＩＣＴ化の観

点からは、そのほかにも、様々なＩＣＴ活用が考えられると思われます。

今後、府議会のＩＣＴ化として検討を進めてはどうかとお考えの事項につい

て、該当するもの全てを選択又は記入願います。

□ ① ペーパーレス会議システムの本格導入（本会議を含む。）

□ ② チャット（会話）

（これまでは、電話が基本）→（いつでも、どこでも、文字での会話がで

きるように）

□ ③ ビデオ通話

（これまでは、対面が基本）→（いつでも、どこでも、顔をみて、打ち合

わせができるように）

□ ④ 会議の開催通知等

（これまでは、紙配付又はメール・ＦＡＸ）→（インターネット上の掲示

板への掲載で、いつでも、どこでも、通知を受けた内容が見られるように）

□ ⑤ 出欠・安否（アンケート機能）

（これまでは、電話とメールの返信が基本）→（該当項目を選択するだけ

で、会議の出欠や非常時の安否の連絡ができるように）

□ ⑥ スケジュールの共有

（これまでは、複数のルートで実施）→ （いつでも、どこでも、議会や

行催事等の日程が見られる。）

□ ⑦ 議会棟内の会議室等の予約

（これまでは、紙で管理）→（いつでも、どこでも、使用する会議室等の

空き状況が分かり、予約できる。）

□ ⑧ その他（ ）
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Ｑ12 今回の試行で、レンタル端末を御活用いただいた先生方におかれましては、

同端末が、府が経費を負担する府の管理物品であることから、使用目的を「議

会の公務」に限定しておりましたが、タブレット端末や多様なアプリは、議会

の公務のみならず、広く議員活動にお使いいただくことも考えられます。

この点、府議会のＩＣＴ化を図る観点から、タブレット端末の調達方法につ

いて、今後、どのような方向性とすることがよいとお考えか、御所感に近いも

のを選択又は記入願います。

□ ① 議会の公務に用途が限定されたとしても、府が物品管理するレンタル端

末を議員が使用することでよいのではないか。

□ ② 用途を限定せず議員活動に使用できるよう、議員自身が政務活動費で端

末を調達する方がよいのではないか。

□ ③ その他（ ）

□ ④ なんともいえない。

３ その他

Ｑ13 参考までに、先生方の事務所（事務所を設置されていない場合には、御自宅

などの活動の拠点）のＩＣＴ環境について、該当するもの全てを選択願います。

□ ① インターネットに接続されたパソコンがある。

□ ② Wi-Fi環境がある。

□ ③ オンラインのストレージサービス（google drive等）を利用している。

□ ④ オンラインのスケジュールアプリ（google カレンダー等）を利用して

いる。

□ ⑤ オンラインでビデオ会議（zoom,skype,teams等）を行う環境がある。

□ ⑥ ＩＣＴの活用について、助言を受けることができる環境がある。

（□委託事業者から □事務所職員から □御家族から □その他（ ））

設問は以上です。

御協力ありがとうございました！



京都府議会ＩＣＴ利活用推進・実施計画 別紙３

ＩＣＴを活用した広報・広聴について
検討結果報告書

令和３年２月

広 報 広 聴 会 議
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１ 検討に至る経過

(1) 議長から議会改革の取組に関する諮問（令和元年７月）抜粋

知事等の執行機関に対する政策提言機能が、今まで以上に機動的かつ効果的

に発揮される議会・委員会運営のあり方の検討

(2) 諮問への対応（令和元年７月～令和２年３月）

諮問について、議会運営委員会に議会改革検討小委員会を設置し検討が進め

られ、「府議会のＩＣＴ化」に関して以下の提言がなされた。

基本的な方向性

ペーパーレス会議システムの導入、その他ＩＣＴ環境の整備などにより、

ＩＣＴのメリットを「議員力」や「議会力」の発揮に生かす府議会づくりを

進めていくことを「基本的方向性」とし、令和２年度は、導入に関する具体

的検討に着手して、これらを段階的かつ着実に進めることとしてはどうか。

具体的検討課題

執行部とも連携・調整の上、次に掲げる視点から、個別・具体に課題を抽

出・検討し、その検討結果を府議会のＩＣＴ化実施計画（仮称）として取り

まとめることとしてはどうか。

Ⅰ．ＩＣＴ環境の整備

Ⅱ．議員力を高める情報端末機器の活用

Ⅲ．議会力を高める会議運営のペーパーレス化

Ⅳ．ＩＣＴを活用した開かれた府議会の更なる進展

Ⅴ．Ⅰ～Ⅳの検討を踏まえたスケジュール

(3) 議会改革検討小委員会からの依頼（令和２年６月）

「議会のＩＣＴ化」の具体的検討に当たり、議会改革検討小委員会から広報

広聴会議に対し、以下の事項について検討依頼がなされた。

Ａ. 聴覚バリアフリーへの対応の必要性について

Ｂ．ＨＰ、ＳＮＳ等の更なる活用について

Ｃ．「開かれた議会」の観点からＩＣＴ設備（モニター装置、スクリー

ン等）の必要性・その活用について
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２ 広報広聴会議における検討の経過

(1) 広報広聴会議の概要

ア) 座 長 中村 正孝（自）

委 員 家元 優（自）、山内 佳子（共）、北川 剛司（府）、

村井 弘（公）

イ) 検討状況 計１０回 （令和２年７月～令和３年２月）

ウ) 調 査（ヒアリング）

①(株)会議録研究所 （令和２年１０月 ６日）

②障害者支援課 （令和２年１１月３０日）

③京都府中途失聴・難聴者協会（令和２年１２月２４日）

(2) 検討の経過

令和２年 ７月２１日

➢ 検討依頼のあった事項及び検討スケジュールの確認

令和２年 ９月 ７日

➢ 聴覚バリアフリーの必要性、字幕配信について検討

➢ 議会図書館のＩＣＴ化に関する検討 など

令和２年１０月 ６日

➢ 字幕配信の現状について確認 など

令和２年１０月３０日（別紙３－１）

➢ 「字幕配信サービスの現状と可能性」について意見聴取

（参考人：株式会社会議録研究所 浅野正明 氏）

令和２年１１月 ２日

➢ 中間報告について

令和２年１１月３０日（別紙３－２）

➢ 「聴覚障害者の方を取り巻く現状とバリアフリー社会への取り組み」

について意見聴取 （参考人：健康福祉部障害者支援課 高木主幹）

➢ 検討結果報告の骨子について

令和２年１２月１８日

➢ 検討結果報告（案）について

令和２年１２月２４日（別紙３－３）

➢ 京都府中途失聴・難聴者協会との意見交換

（参考人：会長 滝野千里 氏 事務局長 片山ひろみ 氏）

令和３年 １月２０日

➢ 検討結果報告（案）について

令和３年 ２月 ５日

➢ 検討結果報告書の決定

令和３年 ２月２２日

➢ 議会改革検討小委員会へ検討結果報告
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３ 検討の結果【提言】

具体的検討項目 検 討 結 果

Ａ

◎

インターネット中 ◆ 聴覚障害者の方の聞こえの状況は
継における「聞こえ」 ひとそれぞれ。手話のほか字幕など
に関するバリアフリ の意思疎通手法の組み合わせで、健
ー対応について 常者と同様に情報を得られることが

重要。よって、
➢ 字幕配信システムの導入など、聴
覚バリアフリーの取組は進めるべき
➢ インターネット中継におけるオペ
レーターによるリアルタイムでの字
幕配信システムの導入を進めるべき
➢ なお、自動音声認識による字幕配
信システムの動向は注視すべき
➢ オペレーターの起こした字幕の利
活用についても検討すべき
（別紙４参照）

Ｂ ◎ ペーパーレス議会 ➢ 執行部からデジタル媒体で資料等
におけるデジタル化 が提出されることとなった場合は、
された執行部資料の 議会の発信機能の強化の観点から、
活用について 議会ホームページへの掲載やＳＮＳ

を通じた情報発信を行うべき

Ｃ ◎ 「開かれた議会」 ➢ 上記Ａの字幕配信システムの導入
の観点から必要なＩ に併せ、聴覚障害者をはじめ傍聴者
ＣＴ設備の設置・活 の利便性向上の観点から、議場の傍
用について 聴席等にモニターを設置するなど、

文字配信の映像を同時視聴できるよ
うにすべき

◎ ＩＣＴ化を見据え ➢ 議員の政策課題の解決に向けた議
た議会図書館の在り 会活動に資するため、有料データベ
方について ースなどインターネット情報の活用

や、図書・資料のシステム管理によ
る検索機能の強化を図るべき
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令和２年６月22日

広報広聴会議

座長 中 村 正 孝 様

議会運営委員会議会改革検討小委員会

委員長 荒 巻 隆 三

同 作業部会長 藤 山 裕紀子

ＩＣＴを活用した広報・広聴の検討について（依頼）

令和２年度の議会改革の検討事項「議会のＩＣＴ化」の具体的検討に当たっては、「議

会のＩＣＴ化を更なる開かれた府議会につなげるという府民視点」に立ち、広報広聴会議

と連携して、「ＩＣＴを活用した広報・広聴」の検討を行うよう、答申されたところです。

（令和２年３月議会運営委員会答申「議員力・議会力を高める府議会のＩＣＴ化に関する

調査結果」４、１３、１４ページ参照）。

つきましては、本件答申の内容に沿って、下記の事項につき広報広聴会議において検討

をいただき、その検討結果を当小委員会の検討結果とともに「ＩＣＴ化実施計画（仮称）」

として取りまとめ、議長への答申案といたしたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

記

１ 検討依頼事項

(1) 聴覚バリアフリーへの対応の必要性の検討

・ 手話通訳による現行の取組（傍聴、テレビ・インターネット中継）に加え、「聞こえ」

に不自由があるが手話が分からない方に向けた「音声をリアルタイムに文字にし、配

信するサービス」による文字情報の画面表示等、ＩＣＴを活用した「聞こえ」に関す

るバリアフリー対応（傍聴、テレビ・インターネット中継）の必要性についての検討

(2) ＨＰ、ＳＮＳ等の更なる活用の検討

・ 知事提出議案などの執行部資料（本会議・委員会）は、議会図書館で紙媒体のものを

公開しているが、今後、ペーパーレス議会が導入される上は、デジタル媒体での納品

が見込まれるため、この場合、例えば、知事提出議案の府議会ＨＰでの公開もしやす

くなると考えられる。このような案も含めて、「議会のＩＣＴ化」を「開かれた議会」

につなげる取組として、ＨＰ、ＳＮＳ等の更なる活用を図ることについての検討

(3) (1)及び(2)のほか、「開かれた府議会」の観点から必要なＩＣＴ設備（モニター装

置、スクリーン等）があると認める場合には、その活用・必要性の検討

２ 検討期間

○ 広報広聴会議における検討の結果は、取りまとまり次第、当小委員会に御報告いた

だきますようお願いします。

（別紙１）
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令和２年７月２１日

広 報 広 聴 会 議

ＩＣＴを活用した広報・広聴の検討について

令和２年度の議会改革の検討事項「議会のＩＣＴ化」の具体的検討に当たり、議会運営

委員会議会改革検討小委員会から、令和２年６月２２日付け下記の事項について広報広聴

会議において検討するよう依頼があり、以下のとおり検討を進める。

【依頼のあった検討事項】

① 聴覚バリアフリーへの対応の必要性について

② ＨＰ、ＳＮＳ等の更なる活用について

③ ①及び②のほか、「開かれた議会」の観点からＩＣＴ設備（モニター装置、

スクリーン等）の必要性・その活用について

◎検討スケジュール

７月・８月 検討の進め方等（協議・決定）

９月～11月 検討（資料収集、意見聴取、視察等）

12月・１月 検討結果報告(案)（協議・決定）

２月 議会改革検討小委員会へ検討結果報告

３月 議運から「ＩＣＴ化実施計画（仮称）」について議長へ答申

◎具体的検討項目

検 討 項 目 備 考

① ➢ テレビ・インターネット中継における「聞 ・文字配信サービスなど

こえ」に関するバリアフリー対応

➢ 本会議・委員会傍聴の際の「聞こえ」に関 ・磁気ループなど

するバリアフリー対応

② ➢ ペーパーレス議会におけるデジタル化され ・ＨＰにおける活用

た執行部資料の活用（開かれた議会） ・ＳＮＳにおける活用

③ ➢ 「開かれた議会」の観点から必要なＩＣＴ ・モニター、スクリーン

設備の設置・活用 ・デジタルサイネージなど

④ その他（必要な項目）

◎必要な資料・データ

・聴覚障害者の状況（聴力の程度と人数、手話の可否）

・他府県の現状、先進事例

・ＩＣＴ設備に関する内容と導入に係る経費

（別紙２）
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（別紙３－１） 

字幕配信サービスの現状と可能性について 

◆日  時： 令和２年10月30日（金）午前９時30分～10時10分 

◆場 所： 議会棟 第２応接室 

◆出 席 者： 株式会社会議録研究所 大阪営業所 浅野 正明氏

   広報広聴会議委員 ５名 

◆開催概要： 全国の地方議会の会議録作成から情報公開サービスまで幅広い業務を

行っている（株）会議録研究所から、ＡＩやオペレーターによる字幕配

信サービスについて、字幕配信の現状や他府県での導入状況、今後の可

能性について話を伺い、意見交換。 

◆説明内容（会議録研究所）

・ 把握している限り、福井県議会においてインターネット中継でオペレ

ーターを介した「リアルタイムの文字配信」を実施している。 

・ そのほかでは、傍聴席にモニター設置してＡＩが翻訳した字幕を流す

自治体議会が増えてきている。現状ではこのタイプが主流。ＡＩが翻訳

した文字情報をリアルタイムで、インターネット中継で流しているとこ

ろはない。これはＡＩの翻訳精度による。 

・ ＡＩ、オペレーターそれぞれメリット・デメリットがある。ＡＩは、

同時進行（例えば同時に開催される委員会）でも字幕化が可能で、また

費用面でも安い。ただ誤字脱字等、人に比べると精度は落ちる。人の話

すスピードや滑舌にもよるが、認識率は 90％～95％といわれている。 

・ テレビ業界の字幕についても現在は、複数人が張り付いて字幕を作成

している状況である。 

・ 他府県では録画中継の画面に速報版として会議録を貼り付けてみられ

るようにしているところが多い。会議録を精査するまでの時間（３週間

程度）がかかるデメリットもある。 

◆主な意見交換内容

・ 精度の問題からして、ＡＩによるテロップは難しいということか。（北

川委員） 

・ できなくはないが、精度の問題をどこまで許容するかどうか。テレビ

も専門の部署が字幕を作っている状況。ＡＩはまだまだリアルタイムで

流せる状況ではない。（会議録研究所） 

・ 手話を理解できない方が字幕を必要としているということは重要なポ

イント。テレビ中継で字幕を出している自治体の議会はあるのか。（小鍛

治委員）

7



（別紙３－１） 

・ 現状では、把握していない。（会議録研究所）

・ ＵＤトークというアプリ、数年前はそれほど性能もよくはなかった

が、だんだん精度も上がってきている。このアプリを例えば個人的に導

入し使っている人もいるのではないか。高齢の方は画面上に字幕がでた

ほうがいいとは思うが。そういったデータはあるのか。（小鍛治委員） 

・ データはない。聴覚障害の方もそれぞれアプリをいれるなどして、自

分で活用されるようになってきている。例えば YouTube でも字幕をつ

ける機能（ＡＩ）がついており、誰でも必要な人は字幕をつけて見るこ

とができる。（会議録研究所） 

・ 多少の誤字脱字があってもそういうものだという社会的な認識にな

りつつあるのかもしれない。（村井委員） 

・ その点は個々の議会の判断となる。他府県では重要な施策も含まれる

のでＡＩによるインターネット上でのリアルタイム文字配信を躊躇さ

れている段階。（会議録研究所） 

・ 将来的にＡＩに変わるという理解でいいのか。（家元委員）

・ ＡＩと人とのミックスでやっていくのではないかと思われる。ＡＩがで

きないところは人が補うというのが現実的。（会議録研究所）
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（別紙３－２） 

聴覚障害者のある方を取り巻く現状とバリアフリー社会への 
取り組みについて 

◆日 時： 令和２年11月30日（金）午後３時～３時30分 

◆場 所： 議会棟 第２応接室 

◆出 席  者： 障害者支援課障害者支援課 主幹兼係長 高木 秀夫

広報広聴会議委員 ５名 

◆開催概要： 障害者支援課から聴覚障害者の方を取り巻く現状と現在検討している

字幕配信サービス等、聴覚バリアフリーに向けて必要とされるサービス

について話を伺い、意見交換。 

◆説明内容（障害者支援課）

・ 「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」。これは、障害者権利

条約の起草時のスローガン。当事者に直接意見聞いて施策に反映してほ

しいとの内容。これに基づき、これまで国、府でも施策を考えてきた。

国では「障害者差別解消法」を、府では「京都府障害のある人もない人

も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」を策定。また

この後、「聞こえ」に着目し、「言語としての手話の普及を進めるとと

もに聞こえに障害のある人とない人とが支え合う社会づくり条例」を策

定した。

・ 聴覚障害者にも、まったく聞こえない方、少しは聞こえる方などさま

ざまな方がおられる。難聴の方でも高い音が聞こえないといった違いも

ある。また、聴覚に障害が発生した時期で、普段使用されている意思疎

通支援方法が異なる。例えば、高齢で難聴となられた方は、手話を理解

出来る方が少なく、そうした方に向けて、要約筆記を使うことが多い。

要約筆記とは、要約筆記の資格をもつ者が、発言内容を要約して書き写

す方法。

・ 難聴の方が使われる補聴器や人工内耳は万能ではなく、聞こえない音

もあり、また体調に左右されることもある。

・ こうした状況を踏まえて、手話、ジェスチャー、口話、空書、筆談、

要約筆記、触手話、ＵＤトーク（ライブ音声を文字化できるアプリ）な

ど、複数の手法の組み合わせで意思疎通が図られるように環境を整備し

ていくことが必要。また、聴覚障害者の方と話をするときには、口の動

きで読み取れることができるよう、ゆっくり話すことも大切。

・ 京都府では、手話や要約筆記を派遣する事業を実施している。今回の

コロナ禍で派遣が困難となっている。現在、派遣元と調整し、手話通訳

者、要約筆記者が感染しないように、対策をとっているところ。

・ こうした中で、新しい手法として遠隔手話通訳サービスを開始した。遠

隔でも手話通訳のサービスが受けられるよう、１５台のタブレットを府
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（別紙３－２） 

内に配置。１２月１日からは府立医大にも設置いただき本格的に稼働。 

・ 手話通訳や要約筆記を行う注意点としては、発言者と同一視野で見ら

れるようにしてほしいという要望がある。言葉だけでは伝わりにくい、

表情が見ながらできるように理解したいことが理由。

・ 知事の記者会見についても手話が同一視野にはいるよう、手話通訳者

は知事の近くに配置。

◆主な意見交換内容

・ 先天的な聴覚障害者は、聴覚障害者全体の中で何割程度おられるのか。

手話はすでに取り組んでいるが、当事者の方にとっては、字幕での情報

保障の方が効果的なのか。（北川委員）

・ （事務局手持ち）資料によると、手話を習得されている方は、２０％程

度。さまざまな情報保障やコミュニケーションの手段があり、当事者そ

れぞれによって異なるため、一概に「これが良い」と断定することは難

しい。文字だけでは辛いという声もあり、手話も含めたさまざまな手段

を確保されることが最も望ましい。（障害者支援課）

・ 後日、字幕をつけた動画を掲載することも選択肢としてはあるが、当

事者の方が最も望んでおられることは、即時性、リアルタイムでの情報

保障という理解でよいか。また、当事者の方は、手話や要約筆記ととも

に発言者の表情なども含めて読み取られるため、同一視野に置くことが

必要という話があった。これは、例えば、発言者が映っている画面上の

一角に手話通訳などを映す、というやり方で問題ないか。（村井委員）

・ 聴覚障害者は健常者が情報を得られるのと同じタイミングで情報が得

られることを望んでおられる。（障害者支援課）

・ コミュニケーション手段の一つに「口話」という話もあった。口の動

きというのは、母音と子音の違いなどほとんど無いように思うが、それ

を読み取られるのか。（村井委員）

・ ろう学校などでは、従来から口話の学習をされているところ。ただ、

口話でのコミュニケーションは辛いという声もあり、あくまで手話など

を主たるコミュニケーション手段として、補助的に活用される場合が多

い。（障害者支援課）

・ 手話には方言があると聞いたことがあるが、地域差などどの程度ある

のか。（北川委員）

・ 府内でも、大きな分類で言えば、北部と南部で様々な表現が異なる。

そのため、南部地域の手話通訳者が北部地域の方の手話通訳をするとき

は気をつける必要があると聞く。これは、それぞれの地域の中で、その

地域の実情や特性に合わせて手話が発展してきたことによるもの。当然、

標準手話もあるので、まずは標準手話で問題ない。（障害者支援課）
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（別紙３－３） 

京都府中途失聴・難聴者協会との意見交換 

◆日  時： 令和２年12月24日（木）午前11時～12時 

◆場  所： ZoomによるＷＥＢ会議（議会棟、協会事務局等） 

Zoom上で要約筆記を介した意見交換 

◆出 席 者： 京都中途失聴・難聴者協会：

滝野会長、片山事務局長、阿部事務局次長 

府議会：中村広報広聴会議座長 

事務局：江黒広報・国際室長 

◆開催概要： 府議会から現在の字幕配信に関する検討状況を報告し、京都府中途失

聴・難聴者協会から、コミュニケーションの手段や字幕の状況、補聴器

に関して話を伺い、「聞こえ」に関する意見を交換 

◆意見交換内容

（滝野会長発言） 

・ 府議会での発言についてインターネットに字幕をつけて配信していた

だくことは、これまで議会のやりとりがわからなかった我々にとってう

れしいこと。難聴者に対する環境が整っていない（文字情報がない）と

ころに出かけることはない。環境が整うことでいろいろ経験できる。

・ 難聴者にとって、リアルタイムで字幕がみられるというのは大変な魅

力。現状ではそういうサービスが少ないが難聴者は求めている。

・ いま行われていることを他の皆さんと同じように知りたいというのが

我々の願い。その方法として手話はもちろん大事。だが、手話をしらな

い難聴者も多く、文字で表してもらうことはとても大事。京都のテレビ

局にはまだ字幕を表示するクローズドキャプション機能（※１）がない。 

・ 難聴にもいろいろあるが、子音が聞きとれず言葉が理解できないのは

同じ。字幕というコミュニケーションの手段が一致することで誰とでも

スムーズなやりとりが可能になり、社会参加の可能性が広がる。社会で

はまだまだコミュニケーションのチャンネルを合わせることはできてい

ない。ユニバーサルデザイン社会になっていくことを期待している。

・ 今回のこのような機会をもつことができ、条例の内容が議会にも伝わ

っているとうれしく思っている。この機にもっとつながりを持っていき

たい。

（中村座長発言） 

・ 本日いただいた意見を参考に、今後議会の中で本件について議論し、実

現できる方向でしっかりと取り組んで行きたい。
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（別紙３－３） 

◆団体からの提案

① 字幕配信については代表質問からはじめて福祉関係の委員会などに

も広げていってほしい。

② 京都のローカル局にはクローズドキャプションの字幕放送設備がな

い。例えば録画を聴覚言語障害センターに提供してもらい、オープンキ

ャプションつまり字幕入りビデオのような形で字幕を入れ、リアルタイ

ムにはならないが、関係団体などに送信してもらう方法もある。

③ いわゆる「電話リレー法」（※２）が来年４月に施行され、現在事

業者の募集が行われている。おそらく音声認識アプリを利用して、誤変

換を修正し字幕化されていると思われる。このシステムが活用できるか

もしれない。

④ Zoom のアプリを活用して、遠隔システムで要約筆記の文字表示を

する方法がある。議場に何台かカメラが必要になるが、発言者の映像と

要約筆記を表示すればできるのではないか。また傍聴希望者に公開する

こともできる。

⑤ 議会の映像にリアルタイムの字幕配信を望んでいる。

⑥ 市町村で市議会などを傍聴する時は、障害者への合理的配慮もあり、

要約筆記者派遣などの予算化も実現してきている。

※１ クローズドキャプション

字幕の一種。視聴者側の設定で表示・非表示の切り替え可能

※２ 電話リレー法

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和２年６月

12日公布） 
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別紙４

インターネット中継における字幕配信について

背　　景 （字幕を必要としている方々 ～ 平２３年調査（厚労省資料）

　聴覚障害者の数　３２万人

①加齢 ②疾患 ③出生時 ④事故 ⑤他

39.2% 35.0% 5.9% 5.0% 14.9%

・ 聴覚の活用（補聴器や人工内耳など）

・ 視覚情報の活用（手話や字幕、要約筆記など）

・ ＩＣＴ技術の活用（音声認識ソフトなど）

システム比較

代表/一般
傍聴

モニター
常任/特別

傍聴
モニター

ＡＩ音声認識
（ＵＤトーク等）

〔２～３万円／時間〕

※配信部分を含まない
ＵＤトークのみの単価

➢ＡＩにより文字化

【メリット】
・傍聴席等でモニター表示
・大がかりな設備不要（スマホ利用）
【デメリット】
・音質や音量、発言者の癖で変換ミ
ス発生

○
×

（将来的には
音声認識の精
度向上が見込

まれる）

○ ○ ○ × ×

オペレーター

〔２～３万円／時間〕

※録画配信・初期費用
を含まない

➢オペレーターが文字化

【メリット】
・傍聴席のほか、ホームページで活
用可能
・録画中継と同時に見ることができ
る。
【デメリット】
・誤認識が発生
・システム導入工事等が必要

○ ○ ○ ○
×

（予決特の総
括除く）

－
△

（校正が
必要）

結　　論

内訳（障害の原因）

コミュニケーション手段

議事録

➢ 聞こえに不自由を感じている方で手話がわからない方はもちろん、健常者にとっても文字情報は分かりやすく議会の

発信機能の強化につながることから、まずは代表質問等に、手話に加え字幕配信システムの導入を進め、順次拡大してい
くべき。
　なお、傍聴席に字幕配信用のモニターを設置する場合、発言者と手話や字幕が同一視野に入るよう配慮する。

➢ オペレーターの起こした字幕については、りアルタイムでのインターネット中継のほか、①議事録、②インターネット中継
の録画配信に利用することも考えられる。システム導入の際は、速記との兼ね合いなどを考慮しつつ、その利活用につい
て検討すべき。

システム 概　 　要 リアルタイム

中継
精度

導入対象特性・性質

委員会本会議

➢ インターネット中継を想定した場合、現時点ではＡＩの音声認識によるものは誤変換など課題も多く、当面はオペレー
ターによる字幕配信システムを利用すべき。

なお、将来的な議会のＩＣＴ化を見据え、委員会も含めた字幕配信システムの導入が待たれるところであり、ＡＩの音声認
識技術を利用したシステムの動向を注視すべきであることを付言する。

◆聴覚障害者の方の聞こえの状況はひとそれぞれ。手話、ジェスチャー、口話、空書、筆談、要約筆記、触手
話、ＵＤトーク（ライブ音声を文字化できるアプリ）など、複数の手法の組み合わせで、健常者と同様に情報
を得られることが重要。

（令和3年2月現在）
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